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(54)【発明の名称】 液晶表示装置の駆動方法と液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】  複数本のソース線を時分割で切り替えるマル
チプレクサ部を用いた液晶表示装置において、画素への
書き込み能力不足等による画素の表示品位の劣化を改善
する。
【解決手段】  表示電圧と非表示電圧とを交互に画素に
書き込む際、４の倍数より１および２少ない順列のソー
ス線を交差させ、ソースドライバの出力極性変化を抑
え、画素の書き込み能力を向上する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  複数のソース線と、複数のゲート線と、
該ソース線と該ゲート線の交点に対応してマトリクス状
に配置された画素セルと、で構成された表示領域を有す
る液晶パネルが組み込まれた表示装置の駆動方法であっ
て、入力画像信号を水平レート変換し、該変換によって
生じた余裕時間に非表示信号を生成し、かつ該非表示信
号を変換後の入力画像信号である表示信号に挿入する信
号変換部と、入力された同期信号から各種制御パルスを
生成する駆動パルス生成部と、前記信号変換部および前
記駆動パルス生成部からの各種信号を受け、前記表示信
号および前記非表示信号を所定の電圧値に変換して表示
信号電圧および非表示信号電圧として出力するソースド
ライバと、前記駆動パルス生成部からの制御信号を受
け、前記ゲート線に駆動電圧を供給するゲートドライバ
と、前記ソースドライバと前記表示領域との間に配置さ
れ、前記ソースドライバからの前記表示信号電圧および
前記非表示信号電圧を受けて、複数本の前記ソース線に
時分割で切り換えて供給するマルチプレクサ部とを具備
し、１画像の表示周期である１フレーム期間内に、前記
表示領域内の全画素セルに、前記１画像に対応する画素
信号電圧でもある前記表示信号電圧と、前記表示信号電
圧とは別の非画素信号電圧でもある前記非表示信号電圧
または更に別の電圧である補償電圧とのどちらか一方を
書き込む際に、前記表示領域内における４の倍数より１
および２少ない順列に配置された隣り合う一対の前記ソ
ース線について、前記ソースドライバと前記表示領域間
で配線の交差部を設けたことを特徴とする液晶表示装
置。
【請求項２】  すべての前記ソース線に対し、前記非表
示信号電圧を印加した後、所定期間内に、前記画素の複
数行に対応する前記表示信号電圧を順次、前記ソース線
に印加することを特徴とする請求項１に記載の液晶表示
装置の駆動方法。
【請求項３】  所定の前記ソース線に供給される前記非
表示信号電圧の、所定の基準電位に対する極性を、該非
表示信号電圧に続き、同じ前記ソース線に供給される前
記表示信号電圧の、該所定の基準電位に対する極性と同
一の極性とすることを特徴とする請求項２に記載の液晶
表示装置の駆動方法。
【請求項４】  複数の前記ゲート線の同時選択期間を有
し、該複数の前記ゲート線の同時選択期間において、所
定の前記ソース線に供給される前記非表示信号電圧の、
所定の基準電位に対する極性を、該非表示信号電圧に続
き、同じ前記ソース線に供給される前記表示信号電圧
の、該所定の基準電位に対する極性と同一とし、かつ前
記非表示信号電圧を隣り合う前記ソース線に対して、異
極性とすることを特徴とする請求項２に記載の液晶表示
装置の駆動方法。
【請求項５】  前記補償電圧を前記ソース線に印加する
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補償電圧印加手段を前記マルチプレクサ部と前記表示領
域間に配置し、前記ソースドライバより出力される前記
表示信号電圧と同期した所定の期間内に、該補償電圧印
加手段より前記補償電圧を前記全ソース線に印加するこ
とを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置の駆動方
法。
【請求項６】  すべての前記ソース線に対し、前記補償
電圧を印加した後、所定期間内に、前記画素の複数行に
対応する前記表示信号電圧を順次、前記ソース線に印加
する請求項５に記載の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項７】  所定の前記ソース線に供給される前記補
償電圧の、所定の基準電位に対する極性を、該補償電圧
を印加した後に続き、同じ前記ソース線に供給される前
記表示信号電圧と同一の極性とすることを特徴とする請
求項５ないし６に記載の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項８】  複数の前記ゲート線の同時選択期間にお
いて、所定の前記ソース線に供給される前記補償電圧
の、所定の基準電位に対する極性を、該補償電圧に続
き、同じ前記ソース線に供給される前記表示信号電圧の
極性と同一とし、かつ隣り合う前記ソース線に対して、
異極性とすることを特徴とする請求項５ないし６に記載
の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項９】  前記補償電圧を２種以上に複数化すると
ともに、電圧値および極性の組み合わせを２種以上に選
定したことを特徴とする請求項５に記載の液晶表示装置
の駆動方法。
【請求項１０】  前記補償電圧の一部または全部につい
て可変調節ができる構成とするとともに、前記液晶パネ
ルの特性に合わせて電圧設定したことを特徴とする請求
項９に記載の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項１１】  R、G、Bのいずれかの色の表示に対応
したソース線に対し、同じ色に対応する全てのソース線
に対しては、同一電圧値に設定した前記補償電圧を供給
することを特徴とする請求項９ないし１０のいずれかに
記載の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項１２】  前記補償電圧の一部または全部の絶対
値を、前記非表示信号電圧の絶対値より大とすることを
特徴とする請求項５ないし１１のいずれかに記載の液晶
表示装置の駆動方法。
【請求項１３】  すべての前記ソース線に、前記補償電
圧を同時に印加する期間において、同時に前記マルチプ
レクサに、同じ前記ソース線に供給される次の前記表示
信号電圧と所定の基準電位に対して同一極性の前記非表
示信号電圧を印加することを特徴とする請求項６ないし
１２のいずれかに記載の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項１４】  前記ソースドライバと前記マルチプレ
クサ間に前記交差部を設けることを特徴とする請求項２
ないし１３のいずれかに記載の液晶表示装置の駆動方
法。
【請求項１５】  液晶セルがＯＣＢである請求項2ない
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し１４のいずれかに記載の駆動方法が組み込まれたこと
を特徴とする液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、アクティブマトリ
クス型液晶表示装置の駆動方法および液晶表示装置に係
り、特に広視野角、高速応答性を有するＯＣＢ（Ｏｐｔ
ｉｃａｌｌｙ  ｓｅｌｆ－Ｃｏｍｐｅｎｓａｔｅｄ  Ｂ
ｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎｃｅ）液晶モードを利用した液晶
表示装置の駆動方法および液晶表示装置に関するもので
ある。
【０００２】
【従来の技術】周知のとおり、液晶表示装置は、コンピ
ュータ装置等の画面表示デバイスとして数多く使用され
ているが、今後はＴＶ用途での使用拡大も見込まれてい
る。しかしながら現在広く使用されているＴＮ（Ｔｗｉ
ｓｔｅｄ  Ｎｅｍａｔｉｃ）モードは視野角が狭く、応
答速度も不充分で、視差によるコントラストの低下や、
動画像のボケなど、ＴＶとして使用する際の表示性能に
は大きな課題がある。
【０００３】近年、上記ＴＮモードに代わり、ＯＣＢモ
ードに関する研究が進んでいる。ＯＣＢは、ＴＮに比
べ、広視野角、高速応答という特性を持ち、自然動画表
示により適した表示モードであるといえる。
【０００４】以下、従来の液晶表示装置の駆動方法およ
び液晶表示装置に関して説明する。
【０００５】図２において、２０１で示すＳ１、Ｓ２、
…、はソース線、２０２で示すＧ１、Ｇ２、…、はゲー
ト線、２０３はスイッチング素子としての薄膜トランジ
スタ（以下、ＴＦＴという）で、各ＴＦＴのドレイン電
極のそれぞれは画素２０４内の画素電極に接続されてい
る。それぞれの画素２０４は、画素電極と、対向電極
と、それら両方の電極にはさまれて保持された液晶で構
成される。画素電極とソース線間には、２０６で示す浮
遊容量が存在する。例えば、ソース線２の左側の画素と
の浮遊容量がＣ２Ｌ、右側の画素とのそれがＣ２Ｒであ
る。
【０００６】それぞれの画素の対向電極は対向駆動線２
０５に接続され、対向電圧Vcomによって駆動される。
【０００７】次に、従来の液晶表示装置の駆動に係わる
構成を示す図６について説明する。６０１は、入力画像
信号を１水平期間毎に、Ｎを１以上の整数として、Ｒ＝
（Ｎ＋１）／Ｎから得られるＲ倍速化し、Ｒ倍速化され
た画像信号である表示信号とＲ倍速の非表示信号に変換
する信号変換部、６０３はソースドライバ、６０４はゲ
ートドライバ、６０２は各ドライバを駆動するパルスを
生成する駆動パルス生成部、６０５は液晶パネルの表示
領域であり、前述の図２に示す構成である。
【０００８】前記信号変換部から前記表示信号と前記非
表示信号がソースドライバに送られ、ソースドライバは
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駆動パルス生成部から送られるソースドライバ制御信号
の制御のもとに、前記表示信号および前記非表示信号を
前記各画素に適切な極性と電圧に変換して、表示信号電
圧および非表示信号電圧として出力する。
【０００９】６０６は前記ソースドライバと前記表示領
域との間に配置され、駆動パルス生成部から送られるマ
ルチプレクサ制御信号の制御のもとに、前記ソースドラ
イバからの前記表示信号電圧および前記非表示信号電圧
を、複数本の前記ソース線に時分割で切り換えつつ、振
り分け供給するマルチプレクサ部である。
【００１０】また、前記ゲートドライバは前記駆動パル
ス生成部から送られるゲートドライバ制御信号の制御の
もとに、前記ソースドライバから前記表示信号電圧また
は前記非表示信号電圧の出力と同期して、ゲート線上の
前記ＴＦＴのオン電位またはオフ電位を供給する。
【００１１】６０７は電源部であり、点線で示すように
各機能ブロックへ所望の極性と電圧値をもつ電圧を供給
する。
【００１２】前記表示領域内の各画素２０４などの液晶
セルの両端にかかる電圧は、前記対向電極に供給される
電圧Vcomと、Ｓ１、Ｓ２などのソース線ならびに前記２
０３のＴＦＴを介して、各画素２０４に印加された前記
表示信号電圧または前記非表示信号電圧との差であっ
て、これが各画素２０４の透過率を決定する。
【００１３】また、液晶セルの両端にかかる電圧の極性
は、前記Ｖｃｏｍと、各画素２０４に印加された前記表
示信号電圧または前記非表示信号電圧の差の正、負によ
って規定されるもので、単純に前記表示信号電圧または
前記非表示信号電圧の電圧極性で規定されるものではな
いが、以下の説明においては簡単のために前記液晶セル
の両端にかかる電圧の極性を指して、前記表示信号電圧
または前記非表示信号電圧の極性と表現する。
【００１４】こうした駆動方法はＯＣＢセルを用いた場
合も、ＴＮ型セルを用いた場合も同様である。ただし、
ＯＣＢセルは、映像表示を開始する起動段階においてＴ
Ｎ型セルにはない独特の駆動が必要となる。
【００１５】ＯＣＢセルは画像表示が可能な状態にあた
るベンド配向と、表示できない状態にあたるスプレイ配
向とをもつ。このスプレイ配向からベンド配向に移行す
る（以下、転移とよぶ）ためには、一定時間高電圧を印
加するなどの独特の駆動が必要となる。ただし、この転
移に係る駆動に関しては本発明とは直接関係しないの
で、これ以上の説明は行わない。
【００１６】このＯＣＢセルは、前記の独特な駆動によ
り一旦ベンド配向に転移しても、所定のレベル以上の電
圧が一定時間以上印加されない状態が続くと、ベンド配
向が維持できずスプレイ配向に戻る（以下、この現象を
逆転移とよぶ）という課題があった。
【００１７】逆転移の発生を抑圧するには、特開平１１
－１０９９２１号公報や日本液晶学会誌１９９９年４月
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２５日号（Ｖｏｌ．３．Ｎｏ．２）Ｐ９９（１７）～Ｐ
１０６（２４）に記載のあるように、周期的に高い電圧
を引加すればよいことが知られている。この高い電位に
相当するのが前記非表示信号電圧であり、以下に説明す
る駆動によって周期的に前記非表示信号電圧を印加する
ことにより、逆転移の発生が抑圧できる。この非表示信
号電圧であるが、逆転移の発生の抑圧効果および表示画
質の観点から、黒表示に相当する前記表示信号電圧の最
大電圧とするのが一般的である。
【００１８】これ以降、周期的に高電位を印加し、逆転
移を抑圧する駆動をＣＲ（Ｃｙｃｌｉｃ  Ｒｅｓｅｔｔ
ｉｎｇ）駆動とよぶことにする。
【００１９】図３に一般的なＯＣＢの電位－透過率曲線
を示す。
【００２０】図３において３０１は逆転移防止のための
所定電位を挿入しない場合の電位－透過率曲線、３０２
は逆転移防止のための所定電位を挿入したＣＲ駆動の場
合の電位－透過率曲線、３０３は逆転移防止をしない場
合のベンド配向からスプレイ配向への逆転移が起きる臨
界電位Ｖｔｈ、３０４は最も高い透過率の時の電位（白
電位）、３０５は最も低い透過率の時の電位（黒電位）
である。逆転移防止をしない場合、Ｖｔｈ以下ではスプ
レイ配向に戻ってしまうため適切な透過率が得られず、
従ってＶｔｈ以上の電位で駆動しなければならないが、
図に示すように、その場合には３０４に対して透過率が
低くなり、十分な輝度が得られない。
【００２１】一方、ＯＣＢやＴＮに代表される液晶は、
いわゆる交流駆動を行う必要があるが、上記特開平１１
－１０９９２１号公報や、上記日本液晶学会誌において
はその具体構成については述べられておらず、どのよう
な交流反転を行うべきなのかは特定できない。従って、
最も一般的な駆動である、ライン毎反転とフレーム毎反
転の組み合わせを行った場合のＣＲ駆動を従来例とし
て、図２１、図２２、図２３を用いて説明する。
【００２２】図２１は従来の液晶表示装置の構成を示し
た図６の６０３ソースドライバ、６０５表示領域、６０
６マルチプレクサからなり、ソース線群を２１０１、ゲ
ート線群を２１０２で示している。
【００２３】図は簡略化のため、マルチプレクサの左上
部分に相当するソース線４本、ゲート線８本からなる一
部分を示し、ソースドライバの出力端子としてはＳＴ１
およびＳＴ２で示す２出力分、マルチプレクサのスイッ
チ素子はソース線数相当分のみを表し、その他はこの部
分の繰り返しの構成であるので省略している。
【００２４】表示領域については各画素の上に表示され
たＲ、Ｇ、Ｂが各画素がもつ色の属性を、後続の数字は
表示領域の行番号を、従ってゲート線の行番号を、＋－
は、ある１画面の液晶セルが保持している電圧極性をそ
れぞれ示している。
【００２５】また２１０３はマルチプレクサ制御信号で
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ＣＴＬ０とＣＴＬ１で示し、前記マルチプレクサの各ス
イッチ素子のゲートに図のように接続されている。マル
チプレクサの各スイッチ素子はＭＰに続く２桁の数字で
表し、１０位の数字は接続されているソース線の番号
を、１位の数字は制御信号の番号を表す。またマルチプ
レクサの各スイッチ素子のソースはソースドライバに、
ドレインはソース線に接続されている。ソースドライバ
の各出力ＳＴ１，ＳＴ２は、２分されマルチプレクサを
介して隣り合う各ソース線に接続されている構成であ
る。
【００２６】図２２は従来の液晶表示装置の駆動方法が
行う制御を説明するタイミング図である。ここでは、Ｎ
＝４の場合の動作例を示す。図において、ＳＰ１、ＳＰ
２はソースドライバ制御信号の中の一種で、ソースドラ
イバの出力電圧の極性を制御する制御信号である。ＳＰ
１のＨＩＧＨ期間において、ＳＴ１が正極性、ＳＴ２が
負極性の前記表示信号電圧または前記非表示信号電圧
を、ＬＯＷ期間でＳＴ１が負極性の、ＳＴ２が正極性の
それぞれを出力する。ＳＱ１、ＳＱ２は前記ＳＰ１、Ｓ
Ｐ２で制御されたソースドライバ６０３の期間Ｔ０１、
Ｔ０２などの前半と後半におけるＳＴ１、ＳＴ２の出力
電圧の種類と極性を表している。ここで、Ｋは前記非表
示信号電圧を、Ｒ、Ｇ、Ｂはそれぞれ表示色の属性をも
つ前記表示信号電圧を、＋－はそれぞれの電圧の極性
を、それぞれ示している。Ｋで示す前記非表示信号電圧
は前記信号変換部で、Ｒ＝５／４＝１．２５倍速のレー
ト変換で前記表示信号電圧に挿入された非画像信号に対
するソースドライバの出力電圧を示している。
【００２７】ＳＷＰはソースドライバ制御信号の中の別
の一種で、ソースドライバの出力のタイミングを制御す
る信号で、HＩＧＨ、LＯＷ論理の立ち上がりおよび立ち
下がり（矢印で図示）で、ソースドライバは出力を開始
する。
【００２８】ＣＴＬ０のＨＩＧＨ期間で、ソース線Ｓ
１、Ｓ４に接続されたマルチプレクサのスイッチ素子Ｍ
Ｐ１０、ＭＰ４０が導通し、ＳＴ１の出力をＳ１に，Ｓ
Ｔ２の出力をＳ４にそれぞれ供給し、ＬＯＷ期間で供給
を遮断する。同様に、ＣＴＬ１のＨＩＧＨ期間で、ソー
ス線Ｓ２、Ｓ３に接続されたマルチプレクサのスイッチ
素子ＭＰ２１，ＭＰ３１が導通し、ＳＴ１の出力をＳ
２，ＳＴ２の出力をＳ３に、それぞれ供給し、ＬＯＷ期
間で供給を遮断する。
【００２９】Ｓ１Ｐ、Ｓ２Ｐなどは、こうした信号電圧
の操作によって、前記表示信号電圧および前記非表示信
号電圧がＳ１、Ｓ２など各ソース線に印加された結果生
じた、Ｓ１、Ｓ２などの電位（Ｐｏｔｅｎｔｉａｌ）の
状態を示している。Ｋ、Ｒ、Ｇ、Ｂ、＋、－の記号はＳ
Ｑ１、ＳＱ２のそれぞれと同等である。ただし、Ｋ、
Ｒ、Ｇ、Ｂに後続の数字はゲート線の行番号を示してい
る。
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7
【００３０】Ｔ０１ないしＴ１０は、Ｎ＝４の場合のＲ
倍速駆動の一期間であり、入力画像信号の１水平期間を
１Ｈで表すと、ＮＨ／（Ｎ＋１）に等しく、１０周期で
８Ｈである。
【００３１】信号電圧の流れについては、例えば、Ｔ０
１前半の期間に存在するＳＱ１のＫ＋の非表示信号電圧
は、ＳＷＰの当期頭の立ち上がりで出力され、ＣＴＬ０
のＨＩＧＨで導通しているマルチプレクサのスイッチ素
子を介してソース線Ｓ１上のＳ１が持つ電気的容量（例
えば前記ＴＦＴ２０３や前記浮遊容量２０６など、Ｓ１
に属する全容量）に印加されて、Ｓ１Ｐは記号Ｋ＋の非
表示信号電圧となる。Ｔ０１の後半では、ＣＴＬ０がＬ
ＯＷとなり、ソース線Ｓ１上のマルチプレクサのスイッ
チ素子が遮断され、Ｋ＋の非表示信号電圧がＴ０１の期
間末までＳ１上に存在する。続くＴ０２前半の期間で
は、ＳＱ１のＲ＋の表示信号電圧が、同様の過程を経て
ソース線Ｓ１に印加され、Ｒ＋の表示信号電圧がＴ０２
の期間末まで存在する。一方、並行して、期間Ｔ０１の
後半からＴ０３前半の期間では、ＳＱ１上のＫ－と続く
Ｇ－の各非表示信号電圧、表示信号電圧が、ＳＷＰの立
ち下がりで出力され、ソース線Ｓ２に印加され、一定の
電位が存在することとなる。以降、同様の経過でＴ０１
からＴ１０までを１周期とするソース線Ｓ１，Ｓ２の電
位変化が繰り返される。ＳＱ２、Ｓ３Ｐ、Ｓ４Ｐの状態
も同様である。
【００３２】一方、図２１のゲート線群２１０２は、前
記駆動パルス生成部からのゲートドライバ制御信号を受
けてゲートドライバが生成するゲート線ドライブパルス
で駆動される。図４に示すＧ１Ｐ、Ｇ２Ｐ・・などがそ
れであり、それぞれゲート線Ｇ１，Ｇ２・・に印加され
る。画素ＴＦＴ２０３などのオン電位を越える期間、例
えば図４のＴＫＷの期間および後続の高電位期間に、該
当する画素のＴＦＴがオン状態となり、液晶セルに、図
２２に示されたソース線電位の充電を行う（以降、書き
込みと呼ぶ）。
【００３３】従来の１例として、Ｇ１～Ｇ４の４本のゲ
ート線を前記ＴＫＷの期間（図２２のＴ０１の２KＮＨ
前の期間、Ｋ＝正の整数、この例ではＮ＝４）において
同時選択し、Ｇ１～Ｇ４上の全ての画素に前記非表示信
号電圧を書き込み、所定期間｛（２Ｋ―１）ＮＨ｝後の
４Ｈ以内の時間でＲ、Ｇ、Ｂの前記各表示信号電圧を各
ゲート線上の画素セルに順次、書き込み完了する。次の
Ｇ５～Ｇ８の４本のゲート線については、４Ｈ遅れて、
同様の動作を繰り返す。このとき、ソース線上の電位の
極性は図２２に示されるように逆転している。この動作
を全ゲート線にわたって１フレ－ムで完了させる。この
ように、表示領域にある全てのゲート線が１フレーム期
間に２回ずつ選択され、各ゲート線上の画素に前記表示
信号電圧と、前記非表示信号電圧が１回ずつ書き込まれ
る。
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【００３４】次のフレームでは、画素電圧の極性が逆転
するように、ＳＰ１、ＳＰ２の位相を１８０度移相す
る。以上が従来例での１カラム反転、４ライン反転、か
つフレーム反転のＣＲ駆動方法である。
【００３５】ソースドライバの制御と出力操作の方法
は、多くの方式があり、また公知であり、本発明とは直
接関係しない。またゲートのドライブ条件である前記Ｔ
ＫＷや常数Ｋの設定、Ｒ倍速のＮの設定や動作の詳細な
どについても同様であるので、ここではこれ以上の説明
は行わない。
【００３６】上記の動作により、周期的に表示信号電圧
と非表示信号電圧を書き込むことができ、非表示信号電
圧の電圧を適当に与えることで、ＯＣＢ液晶セルの逆転
移を防止することができる。
【００３７】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の
駆動においては、ソースドライバからソース線への非表
示信号電圧印加時間がＴ０１、またはＴ０６、またはこ
れらの２ＫＮＨ前後に位置する期間の前半と後半に別れ
ること、および、マルチプレクサの遮断期間で発生する
ソース線の開放状態とが原因で発生する、図２３、図５
に示す課題があった。図２３（ａ）はソース線の電位変
動の過渡状況を示している。図中の記号は図２２と同一
である。例えば、Ｔ０１期間のＳＱ１、Ｓ１Ｐ、Ｓ２Ｐ
に注目すると、Ｔ０１前半で、ＳＱ１上のＫ＋がソース
線Ｓ１に印加された時、Ｓ１にはＳ１Ｐに見られる正方
向の電位変動が発生していることを上向きの矢印が示し
ている。
【００３８】また、Ｔ０１後半で、ＳＱ１上のＫ－がソ
ース線Ｓ２に印加された時、Ｓ２にはＳ２Ｐに見られる
負方向の電位変動が発生していることを下向きの矢印が
示している。期間Ｔ０６においてはそれぞれ、逆方向の
変動である。ＳＱ２、Ｓ３Ｐ，Ｓ４Ｐについても同様の
変動がある。実際には、その他の期間においても、各ソ
ース線へのＲ、Ｇ、Ｂの前記表示信号電圧印加による変
動があるが、前述の通り、表示信号電圧の電圧値は非表
示信号電圧以下であり、かつ画素信号内容で小幅で変化
しているので、影響が軽く、簡略化のため、ここでは考
察対象に入れないでおくこととする。
【００３９】相隣るソース線どうしは、図２に示すＣ１
ＲとＣ２Ｌ、Ｃ２ＲとＣ３Ｌなど、ＴＦＴドレイン電極
を挟み直列接続された容量で電気的に結合されている。
また、各画素もその両側に存在するソース線とはこれら
の浮遊容量で電気的に結合されている。
【００４０】従って、上記ソース線の電位変動は、各ソ
ース線の両側の画素、および両側のソース線に比較的大
きな影響をもたらすことがある。
【００４１】図２３（ｂ）のＯＦＦ画素とは、前記表示
信号電圧又は前記非表示信号電圧が一旦書き込まれた画
素であって、その後、１フレーム毎の次の前記表示信号
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電圧又は前記非表示信号電圧の書き込みが始まる迄の期
間のそれらの画素のことである。換言すれば、その時、
２０３ＴＦＴがＯＦＦとなっている画素である。
【００４２】図２３（ｂ１）に示すように、Ｔ０１後半
のＳ２ＰのＫ－の変動が、Ｓ１，Ｓ２間に存在するすべ
てのＯＦＦ画素に負方向の影響をもたらす。
【００４３】これをＯＦＦ画素への影響と呼び、矢印で
極性を示している。また、この期間では、ソース線Ｓ１
はマルチプレクサからみて開放（オープン）状態にあ
る。従って、同時に、この期間で開放状態のＳ１に、前
記ＯＦＦ画素より、同等の負方向の影響を与える。これ
を前段オープンソース線への影響として図に示してい
る。同様に、Ｔ０１後半のＳ３ＰのＫ＋の変動が、Ｓ
３，Ｓ４間に存在するすべてのＯＦＦ画素に正方向の影
響をもたらし、かつ、開放状態のＳ４に、正方向の影響
を与える。Ｓ２，Ｓ３間のＯＦＦ画素については、Ｓ２
Ｐ、Ｓ３Ｐが互いに逆方向に変動するため相殺しあっ
て、Ｃ２Ｒ≒Ｃ３Ｌであれば、影響は少ないので黒四角
で示している。Ｓ４、Ｓ５間のＯＦＦ画素については、
Ｓ４Ｐ、Ｓ５Ｐに変動がないので、無印である。
【００４４】このＳ１，Ｓ４に生じた変動は、次のＴ０
２～Ｔ０５におけるＶＳの書き込み電圧に重畳される
が、＊ＶＳとの極性が逆であるので、－１と評価する。
【００４５】ＴＯ１前半のＳ１ＰのＫ＋およびＳ４Ｐの
Ｋ－による変動は、この時オープン状態にあるＳＬＳ２
およびＳ３に対し、影響はするが、Ｓ２，Ｓ３では直後
のＫ－、Ｋ＋のＶＢが供給されるため、その影響は解消
され、Ｔ０２以降のＶＳ書き込みに影響しないので、図
２３（ｂ１）のＳ２，Ｓ３に対する評価点は、０とな
る。
【００４６】次にＴ０２でＶＳが書き込まれた画素は、
Ｔ０３以降、１フレーム後のＢＫ書き込みまでＯＦＦ画
素であるが、その間に、ＳＬから受ける影響を考える。
その影響は期間Ｄ～Ｆの繰り返しであるから、この期間
で評価する。
【００４７】図２３（ｂ２）は、各ＳＬの期間Ｄ～Ｆで
のＢＫによる変動を、期間圧縮して示しているが、期間
平均では、＊ＯＦＦ画素への影響はないので、３に対す
る評価点は、０となる。
【００４８】次にＴ０２で表示信号電圧が書き込まれた
画素は、Ｔ０３以降、１フレーム後の非表示信号電圧書
き込みまでＯＦＦ画素であるが、その間に、ソース線か
ら受ける影響を考える。その影響は期間Ｄ～Ｆの繰り返
しであるから、この期間で評価する。
【００４９】図２３（ｂ２）は、各ソース線の期間Ｄ～
Ｆでの非表示信号電圧による変動を、期間圧縮して示し
ているが、期間平均では、前記ＯＦＦ画素への影響はな
いので、評価点は、０となる。
【００５０】以上より、１フレームでみた非表示信号電
圧書き込みによる、画素への影響は図２３（ｂ３）に示
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すように、（ｂ１）、（ｂ２）の合計となり、ｉ＝１，
２，３・・として、ｊ＝４ｉ―３、ｉ＝４ｉに該当する
ソース線Ｓｊ上の画素において、本来あるべく値より透
過率が高く、即ち、輝度として高くなる。図５は表示画
像をイメージした図であり、図の（ａ）が、Ｒ、Ｇ、Ｂ
の各画素として本来の一定の輝度で動作している場合だ
とすると、図の（ｂ）のように適当な視距離から見たと
きの表示ムラのない画像となるが、従来例における図２
３の（ｂ３）の結果として、図（ｃ１）のような実体像
で、図（ｃ２）のような視認像となる。即ち、従来例に
おいて、２本ごとの縦筋という課題があった。
【００５１】また、従来例のカラム反転駆動の場合、ソ
ース線電圧として、＋Ｋ～－Ｋの電圧レンジが必要で、
表示信号電圧の最大値が非表示信号電圧に等しいか、ほ
ぼ等しいために、図２２の例えば、Ｔ０１期間における
ＳＱ１のＫ＋からＫ－、Ｔ０１からＴ０２にかけてのＫ
－からＲ＋などなど、ＳＰ１、ＳＰ２の短かい周期に対
応しうる大きな出力能力（スルーレート、ソース線ｅｗ
  Ｒａｔｅ）が求められ、時にソース線充電能力、従っ
て画素書き込み能力が不足し、画像の表示品位劣化を招
いていた。
【００５２】逆に言えば、極めて高コストのソースドラ
イバが必要とされる。
【００５３】さらには、ＣＲ駆動のための非表示信号電
圧として、１種類で、Ｒ、Ｇ、Ｂの各液晶セルの逆転移
防止を賄わねばならず、表示品位の向上に限度があっ
た。
【００５４】特に、近年の液晶パネルは大型化、高精細
化しており、ソース線数、画素の数の増大、両者の接近
などによる浮遊容量の増加で、上記干渉問題の悪化、画
素の充電時間不足を招く傾向にある。
【００５５】それ故、本発明の目的は、上記の課題を解
決し、良好な映像を表示することが可能な液晶表示装置
の駆動方法および液晶表示装置を提供することである。
【００５６】
【課題を解決するための手段】この課題を解決するため
に第１の発明は、複数のソース線と、複数のゲート線
と、該ソース線と該ゲート線の交点に対応してマトリク
ス状に配置された画素セルと、で構成された表示領域を
有する液晶パネルが組み込まれた表示装置の駆動方法で
あって、入力画像信号を水平レート変換し、該変換によ
って生じた余裕時間に非表示信号を生成し、かつ該非表
示信号を変換後の入力画像信号である表示信号に挿入す
る信号変換部と、入力された同期信号から各種制御パル
スを生成する駆動パルス生成部と、前記信号変換部およ
び前記駆動パルス生成部からの各種信号を受け、前記表
示信号および前記非表示信号を所定の電圧値に変換して
表示信号電圧および非表示信号電圧として出力するソー
スドライバと、前記駆動パルス生成部からの制御信号を
受け、前記ゲート線に駆動電圧を供給するゲートドライ
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バと、前記ソースドライバと前記表示領域との間に配置
され、前記ソースドライバからの前記表示信号電圧およ
び前記非表示信号電圧を受けて、複数本の前記ソース線
に時分割で切り換えて供給するマルチプレクサ部とを具
備し、１画像の表示周期である１フレーム期間内に、前
記表示領域内の全画素セルに、前記１画像に対応する画
素信号電圧でもある前記表示信号電圧と、前記表示信号
電圧とは別の非画素信号電圧でもある前記非表示信号電
圧または更に別の電圧である補償電圧とのどちらか一方
を書き込む際に、前記表示領域内における４の倍数より
１および２少ない順列に配置された隣り合う一対の前記
ソース線について、前記ソースドライバと前記表示領域
間で配線の交差部を設けたことを特徴とする。
【００５７】これにより、画像信号書き込み時間の短縮
を避け、画像劣化を排除するとともに、表示信号電圧、
非表示信号電圧の書き込みをも容易たらしめ、同時に、
ソースドライバの出力能力（ソース線ｅｗ Ｒａｔｅな
ど）を下げることができる効果がある。
【００５８】第２の発明は、第１の発明に対して、すべ
ての前記ソース線に対し、前記非表示信号電圧を印加し
た後、所定期間内に、前記画素の複数行に対応する前記
表示信号電圧を順次、前記ソース線に印加することを特
徴とする。
【００５９】これにより、更にソースドライバの充電能
力が改善され、従って表示信号電圧、非表示信号電圧書
き込みの改善につながると同時に、表示品位の改善とな
る効果がある。
【００６０】第３の発明は、第２の発明に対して、所定
の前記ソース線に供給される前記非表示信号電圧の、所
定の基準電位に対する前記非表示信号電圧の極性を、該
非表示信号電圧に続き、同じ前記ソース線に供給される
前記表示信号電圧の、該所定の基準電位に対する極性と
同一の極性とすることを特徴とする。
【００６１】これにより、更に、表示信号電圧書き込み
を容易たらしめる効果がある。
【００６２】第４の発明は、第２の発明に対して、複数
の前記ゲート線の同時選択期間において、所定の前記ソ
ース線に供給される前記非表示信号電圧の、所定の基準
電位に対する極性を、該非表示信号電圧に続き、同じ前
記ソース線に供給される前記表示信号電圧の、該所定の
基準電位に対する極性と同一とし、かつ前記非表示信号
電圧を隣り合う前記ソース線に対して異極性とすること
を特徴とする。
【００６３】これにより、第４の発明は、第２の発明に
対して、表示品位の改善となる効果がある。
【００６４】第５の発明は、第１の発明に対して、前記
補償電圧を前記ソース線に印加する補償電圧印加手段を
前記マルチプレクサ部と前記表示領域間に配置し、前記
ソースドライバより出力される前記表示信号電圧と同期
した所定の期間内に、該補償電圧印加手段より前記補償
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電圧を前記全ソース線に印加することを特徴とする。
【００６５】これにより、第５の発明は、第１の発明に
対して、黒（補償電圧）の書き込みをも容易たらしめ、
最適な補償電圧が液晶パネルに供給でき、表示品位を更
に改善できる効果がある。
【００６６】第６の発明は、第５の発明に対して、すべ
ての前記ソース線に対し、前記補償電圧を印加した後、
所定期間内に、前記画素の複数行に対応する前記表示信
号電圧を順次、前記ソース線に印加することを特徴とす
る。
【００６７】これにより、第５の発明に対して、ソース
ドライバの充電能力が改善され、従って表示信号電圧、
非表示信号電圧書き込みの改善につながると同時に、更
なる表示品位の改善となる効果がある。
【００６８】第７の発明は、第６の発明に対して、所定
の前記ソース線に供給される前記補償電圧の、所定の前
記ソース線に供給される極性を、該補償電圧を印加した
後に続き、同じ前記ソース線に供給される前記表示信号
電圧と同一の極性とすることを特徴とする。
【００６９】これにより、第６の発明に対して、表示信
号電圧書き込みを更に容易たらしめる効果がある。
【００７０】第８の発明は、第６の発明に対して、複数
の前記ゲート線の同時選択期間において、所定の前記ソ
ース線に供給される前記補償電圧の、所定の基準電位に
対する極性を、該補償電圧に続き、同じ前記ソース線に
供給される前記表示信号電圧の極性と同一とし、かつ隣
り合う前記ソース線に対して、異極性とすることを特徴
とする。
【００７１】これにより、第６の発明に対して、表示品
位の改善となる効果がある。
【００７２】第９の発明は、第５の発明に対して、前記
補償電圧を２種以上に複数化するとともに、電圧値およ
び極性の組み合わせを２種以上に選定したことを特徴と
する。
【００７３】これにより、第５の発明に対して、色別画
素毎の黒（補償電圧）書き込み量の最適化が可能とな
り、表示品位の更なる改善となる効果がある。
【００７４】第１０の発明は、第９の発明に対して、前
記補償電圧の一部または全部について可変調節ができる
構成とするとともに、前記液晶パネルの特性に合わせて
電圧設定したことを特徴とする。
【００７５】これにより、第９の発明に対して、液晶パ
ネルの対環境特性や個体差に対して、黒（補償電圧）書
き込み量の最適化が可能となり、表示品位の更なる改善
となる効果がある。
【００７６】第１１の発明は、第９ないし第１０のいず
れかの発明に対して、R、G、Bのいずれかの色の表示に
対応したソース線に対し、同じ色に対応する全てのソー
ス線に対しては、同一電圧値に設定した前記補償電圧を
供給することを特徴とする。
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【００７７】これにより、第９の発明ならびに第１０の
発明に対して、R、G、B毎の特性に適応した黒（補償電
圧）書き込み量の最適化が可能となり、表示品位の更な
る改善となる効果がある。
【００７８】第１２の発明は、第５ないし第１１のいず
れかの発明に対して、前記補償電圧の一部または全部の
絶対値を、前記非表示信号電圧の絶対値より大とするこ
とを特徴とする。
【００７９】これにより、第５ないし第１１の発明に対
して、更なる、黒（補償電圧）書き込み量の最適化が可
能となり、表示品位の更なる改善となる効果がある。
【００８０】第１３の発明は、第６ないし第１２のいず
れかの発明に対して、すべての前記ソース線に、前記補
償電圧を同時に印加する期間において、同時に前記マル
チプレクサに、同じ前記ソース線に供給される次の前記
表示信号電圧と所定の基準電位に対して同一極性の前記
非表示信号電圧を印加することを特徴とする。
【００８１】これにより、第６ないし第１２の発明に対
して、更なる、表示信号電圧書き込みを容易たらしめ、
表示品位の更なる改善となる効果がある。
【００８２】第１４の発明は、第２ないし第１３のいず
れかの発明に対して、前記ソースドライバと前記マルチ
プレクサ間に交差部を設けることを特徴とする。
【００８３】第１５の発明は、第１ないし第１４のいず
れかの発明に対して、液晶セルがＯＣＢであることを特
徴とする。
【００８４】
【発明の実施の形態】（第１の実施形態）図７は、本発
明の第１の実施形態に係る液晶表示装置の構成を示す
図、図１０は、その構成の一部を示す図、図１は、タイ
ミングを示した図、図１２は駆動方法が行う制御による
事象を説明するタイミング図である。
【００８５】以下、図１、図７、図１０、図１２を参照
してその駆動を説明する。
【００８６】なお、第１の実施形態に係る液晶表示装置
の構成は、図６の従来の実施形態に係る液晶表示装置に
おける、信号変換部６０１を７０１に、駆動パルス生成
部６０２を７０２に、ソースドライバ６０３を７０３に
置き換えた構成である。その他の構成は同等であり、同
一の参照番号を付して、説明を省略する。
【００８７】また、図１０は、図７の７０３ソースドラ
イバ、６０５表示領域、６０６マルチプレクサからな
り、ソース線群を１００１、マルチプレクサ制御信号を
１００３で示している。６０５表示領域の内部は図２１
より簡略化している。ソース線群１００１の一部であっ
て、ソースドライバ７０３とマルチプレクサ６０６の間
でＳ２、Ｓ３を交差させた部分をソース線交差部１００
４としている。従って、従来と異なって、ＳＴ１はソー
ス線Ｓ１，Ｓ３に、ＳＴ２はソース線Ｓ２，Ｓ４に信号
電圧を供給する。
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【００８８】以下、図１において、本発明の制御と動作
について説明する。
【００８９】図１に使用の記号は、従来例のそれらと同
一である。
【００９０】図において、ＳＴ１、ＳＴ２の信号出力と
して、従来例とGとBを入れ替えている。この操作は、公
知として、ソースドライバのＲＧＢ出力選択機能で容易
に変更できるので詳細を省略する。また、ソースドライ
バの出力電圧極性制御信号であるＳＰ１，ＳＰ２は、そ
の繰り返し周期を、従来例より１０分の１に低くしてい
る。これにより、Ｔ０１～Ｔ０５、Ｔ０６～Ｔ１０の期
間でソースドライバの出力極性は同一である。
【００９１】図１（ａ）が第１の実施形態に係るタイミ
ング図であり、従来例での説明と同様の制御操作によ
り、ＳＰ１～ＳＰ４について、従来例と同一の結果が得
られることが示されている。
【００９２】この場合のソース線の変動とＯＦＦ画素へ
の影響について、図１２に示している。結果として、図
１２（ｂ１）、（ｂ２）、（ｂ３）は従来例の図２３の
それらと同一である。
【００９３】以上のように、第１の実施形態に係る液晶
表示装置の駆動方法によれば、ソースドライバの出力極
性を頻繁に変える必要がないので、表示信号電圧の書き
込みが早く実行でき、画像信号書き込み時間の短縮を避
け、画像劣化を排除するとともに、画像信号の書き込み
をも容易たらしめる効果、あるいは、ソースドライバの
出力能力（Ｓｌｅｗ Ｒａｔｅなど）を下げることがで
きる効果がある。
【００９４】（第２の実施形態）本発明の第２の実施形
態に係る液晶表示装置の構成は、第１の実施形態と同一
の図７、図１０であるので、説明は省略し、図１（ｂ）
について、本発明の第２の実施形態に係る制御と動作を
説明する。第１の実施形態と異なる部分は、マルチプレ
クサ制御信号ＣＴＬ０、ＣＴＬ１のパルス波形である。
図１（ｃ）のＣＴＬ０，ＣＴＬ１は２ＮＨ周期の中のＴ
０１、Ｔ０６の期間を通して常にＨＩＧＨであることで
ある。このパルス信号は、信号変換部が内部で生成する
非表示信号電圧挿入用制御パルスと論理的にＯＲをとれ
ば容易に生成できるものであり、本発明とは直接関係し
ないのでこれ以上の説明は行わない。
【００９５】これらのＣＴＬ０、ＣＴＬ１を用いて、第
１の実施形態と同様の制御操作により、ＳＰ１～ＳＰ４
について、第１の実施形態と類似の結果が得られること
が図１（ｂ）に示されている。第１の実施形態と異なる
のは、Ｓ２Ｐ、Ｓ３Ｐ上のＫ、Ｇ４，Ｇ８，Ｂ４，Ｂ８
の部分である。第１の実施形態と違って、Ｔ０１の前半
の時間に、Ｓ２Ｐ、Ｓ３Ｐに非表示信号電圧がソース線
に供給される。従って、図１３（ａ）に示すように、Ｔ
０１におけるソース線の変動として、隣り合うソース線
どうしのどの一対で見ても、同時でかつ逆極性であるの
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で、ＯＦＦ画素への影響は、図１３（ｂ１）のように打
ち消しあい、実質発生しない。また各ソース線も期間Ｔ
０１でオープン状態にはならないので、ソース線への影
響も発生しない。また、その後の非表示信号電圧書き込
み時のソース線の変動状況も図１３（ｂ２）のように相
殺されて、平均０となるので全体として図（ｂ３）に示
すように、どのＳＬ上の画素についてもＢＫ書き込みの
影響による輝度差が出ないと言える。
【００９６】なお、＊Ｇ４、Ｂ４など他と比べてＴ／２
（Ｔ＝Ｔ０１～Ｔ１０）の時間しかＶＳが存在しない部
分があるが、実際にどの画素へのＶＳ書き込み時間であ
っても、MPX６０６が導通してＳＤよりＶＳが供給され
ているＴ／２であり、残りの時間は重要な意味を持たな
いので何ら支障は生じない。
【００９７】期間Ｔをとおして存在するＲ、Ｇ、Ｂは、
その後半部は単にＳＬ上の残留電位に過ぎないといえ、
画素への書き込みにそれほど寄与していない。
【００９８】また図１（ｄ）に示すＣＴＬ０、ＣＴＬ１
の場合は、Ｔ０１，Ｔ０６の期間で前半だけＨＩＧＨ
で、後半はＬＯＷであるが、Ｓ１Ｐ～Ｓ４Ｐについて
は、上記図１（ｃ）の場合と同一である。
【００９９】従って、図５の（ｂ）のように表示ムラの
ない均一な画像が得られる。
【０１００】以上のように、第２の実施形態に係る液晶
表示装置の駆動方法によれば、第１の実施形態に加え
て、輝度の不均一による２本毎に見える縦筋を除去でき
る効果がある。
【０１０１】（第３の実施形態）本発明の第３の実施形
態に係る液晶表示装置の構成は、第２の実施形態と同一
の図７であるが、図１１のように、ソース線の構成が一
部、異なる。第２の実施形態では、Ｓ２，Ｓ３のソース
線の交差部１００４がソースドライバとマルチプレクサ
の間に位置しているが、第３の実施形態では、前記交差
部がマルチプレクサと表示領域の間に構成されている。
本発明による駆動方法の制御は、第２の実施形態のそれ
である図１（ｂ）と同じであるが、その過渡的な動作に
おいて、以下の点が異なり、表示品位にも差異が出る場
合がある。
【０１０２】ソース線交差部には図１０、図１１のＣｓ
で示すように、対向面積と内在する絶縁材料の誘電率に
比例し、対向距離に反比例の層間容量が存在する。この
Ｃｓは液晶パネルの構造上、無視できない値になり、両
ソース線の干渉課題を引き起こすことがある。図１０の
場合は、マルチプレクサのＭＰ３１，ＭＰ２１がＯＦＦ
の時も、ＯＮの時も、このＣｓにＳＴ１、ＳＴ２の信号
電圧が加わる。また、ソース線からみて、マルチプレク
サ３１，マルチプレクサ１２がＯＦＦの時、Ｓ２，Ｓ３
間にはＣｓが存在しない状態となる。一方、本案の図１
１では、マルチプレクサのＭＰ３１，ＭＰ２１がＯＦＦ
の時には、ＳＴ１、ＳＴ２からの電圧供給はなく、ソー
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ス線Ｓ２，Ｓ３間にＣｓが存在する状態となる。
【０１０３】図１のタイミング図の、例えば、Ｔ０２期
間で上記状態を説明すると、第２の実施形態の場合は、
Ｔ０２前半でＣｓにＳＱ１，ＳＱ２のＲ＋，Ｒ－が印加
されており、後半でＢ＋，Ｇ－に変わる。またＴ０２前
半では、ソース線Ｓ２にはＫ－、Ｓ３にはＫ＋が残留し
ているが、Ｔ０２後半では、上記Ｃｓの電位差の影響を
受けたＧ－がＳ２に、同じくＢ＋がＳ３に印加される。
この影響度はソースドライバの出力能力に依存すること
は言うまでもない。
【０１０４】一方、第３の実施形態の場合は、ソース線
Ｓ２，Ｓ３間のＣｓには、Ｔ０２前半でＫ－、Ｋ＋が残
留しており、後半でＳＱ２のＧ－、ＳＱ３のＢ＋が、Ｓ
２，Ｓ３，Ｃｓに加わる。
【０１０５】Ｔ０３以下についても、ＳＱ１、ＳＱ２、
Ｓ２Ｐ、Ｓ３Ｐの各期間前半の電圧状態が、Ｃｓの位置
による後半に対する影響が同様に決まる。
【０１０６】１フレーム全体で言えることは、第２の実
施形態では、ｉ＝１，２，３・・として、ｊ＝４ｉ―
３、ｉ＝４ｉ―２に該当するソース線Ｓｊ上の画素がそ
の画素のそれぞれ左、右（従って他の色）の表示信号電
圧に相当する輝度レベルの影響を受ける場合があるが、
第３の実施形態では、非表示信号電圧またはその画素の
一行上の同系の影響しか受けないという利点がある。
【０１０７】従って、第３の実施形態に係る液晶表示装
置の駆動方法によれば、第２の実施形態に加えて、画像
劣化が除去できる効果がある。
【０１０８】（第４の実施形態）図８は、本発明の第４
の実施形態に係る液晶表示装置の構成を示す図、図１４
は、その構成の一部を示す図、図１５はタイミング図で
ある。  以下、図８、図１４、図１５を参照してその駆
動を説明する。
【０１０９】図８に示す第４の実施形態に係る液晶表示
装置の構成は、図６の従来の実施形態に係る液晶表示装
置における、信号変換部６０１を８０１に、駆動パルス
生成部６０２を８０２に、ソースドライバ６０３を８０
３に、電源部６０７を８０７に置き換えた構成とし、更
に、８０８補償電圧印加部を、前記マルチプレクサ６０
６と表示領域６０５の間に追加・配置し、電源部８０７
より前記表示信号電圧あるいは前記非表示信号電圧とは
別の補償電圧を供給する構成である。その他の構成は同
等であり、同一の参照番号を付して、説明を省略する。
【０１１０】また、図１４は、図８の８０３ソースドラ
イバ、６０５表示領域、６０６マルチプレクサからな
り、ソース線群を１４０１、マルチプレクサ制御信号を
１４０３、ソース線交差部を１００４でそれぞれ示して
いる。
【０１１１】また、追加の補償電圧印加部８０８を制御
する補償電圧印加制御信号１４０７、＋－両極性の補償
電圧を供給する電源線１４０８を含む追加の全体構成と
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しての補償電圧印加手段を１４０６で示している。図中
の黒＋、黒－はそれぞれ補償電圧の正、負の電圧を表す
記号とする。
【０１１２】補償電圧印加部８０８は、ソース線１本当
たり、２個のスイッチ素子を配備し、それぞれを、ソー
ス線と、＋および－の電源線１４０８との間に接続した
構成とし、その制御端子に補償電圧印加制御信号１４０
７を図のように接続している。各スイッチ素子をＳＷに
続く２桁の数字で表し、１０位の数字はソース線の番号
を、１位の数字は補償電圧印加制御信号の番号を表して
いる。補償電圧印加制御信号１４０７はＣＴＬＰ０～Ｃ
ＴＬＰ３の４種である。
【０１１３】以下、図１５において、本発明の制御と動
作について説明する。
【０１１４】図１５において、ＣＴＬＰ以外の記号は本
発明の実施形態１ないし３と同じである。前述の第２の
実施形態の説明と異なる部分はＳＱ１、ＳＱ２におい
て、Ｔ０１、Ｔ０６の期間で非表示信号電圧を表すＫ
＋、Ｋ－の“記号”が“不問”の２字に変わっているこ
とと、ＣＴＬＰ０～ＣＴＬＰ３の補償電圧印加制御信号
が追加されていることである。そしてＣＴＬ０，ＣＴＬ
１は、これらの期間、ＬＯＷであって、動作として、各
ソース線からソースドライバを切り離していることであ
り、更に、Ｓ１Ｐ～Ｓ４Ｐには、これらの期間で、ＣＴ
ＬＰ０～ＣＴＬＰ３のＨＩＧＨの期間に補償電圧印加部
の各スイッチ素子の動作により、補償電圧印加部の電源
ライン１４０８より、黒＋又は黒－の印加が行われた結
果を示していることである。この期間のＳＷＰに関して
は、立ち上がり、立ち下がりの有無が問われないことは
ソースドライバ同様明白である。その他の期間は第２の
実施形態と基本的に同一である。
【０１１５】ソース線への、黒＋、黒－の印加の操作を
説明すると、Ｔ０１の期間では、ＣＴＬＰ０，ＣＴＬＰ
３がＨＩＧＨであり、ＳＷ１０、ＳＷ４０、およびＳＷ
２３，ＳＷ３３がＯＮ状態、ＣＴＬＰ１，ＣＴＬＰ２が
ＬＯＷであり、ＳＷ１１，ＳＷ４１，およびＳＷ２２，
ＳＷ３２がＯＦＦ状態であるので、Ｓ１、Ｓ３に黒＋、
また、Ｓ２、Ｓ４に黒－がそれぞれ印加、充電される。
Ｔ０６の期間ではＣＴＬＰのＨＩＧＨ、ＬＯＷの関係が
Ｔ０１と逆転し、従ってＳＷのＯＮ、ＯＦＦが逆転する
ので、それぞれのソース線に印加される補償電圧の極性
も逆転となる。
【０１１６】以上のような構成と駆動の方法により、第
２の実施形態と同様のタイミング駆動ができ、従って、
縦筋の無い良好な表示品位が得られる。
【０１１７】ここでは、補償電圧の値として、黒＋、黒
－で表記し、第１ないし第３の実施形態の非表示信号電
圧に相当する前記ＯＣＢ液晶セルの逆転移防止の補償電
圧を想定して説明したが他の目的に展開できるものでも
ある。
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【０１１８】この補償電圧は電圧値として、前記信号変
換部など信号系統の誓約を受けることなく、独立に比較
的自由に設定できる効果がある。例えば、非表示信号電
圧はソースドライバの出力段のダイナミックレンジ幅か
ら、上限の制約があるが、補償電圧はソースドライバの
出力段耐圧まで、大きく設定できること、また可変とし
て液晶パネルの対環境特性や個体差への対応を容易なら
しめる効果がある。
【０１１９】以上、第４の実施形態に係る液晶表示装置
の駆動方法によれば、表示品位を劣化させることなく、
補償電圧の最適な供給が液晶パネルに供給できる。
【０１２０】（第５の実施形態）本発明の第５の実施形
態に係る液晶表示装置の構成は、第４の実施形態と同一
の図８であるが、図１６のように、ソース線の構成が一
部、異なる。第４の実施形態では、Ｓ２，Ｓ３のソース
線の交差部１４０４がソースドライバとマルチプレクサ
の間に位置しているが、第５の実施形態では、ソース線
の交差部１６０４は、マルチプレクサと補償電圧印加部
の間に構成されている。本発明による駆動方法の制御
は、第４の実施形態のタイミング図１５と同じである
が、その過渡的な動作において、第３の実施形態で説明
した、第３と第２の実施形態との場合と同様の差異があ
り、表示品位にも差異が出る場合がある。
【０１２１】ただし、第５の実施形態においては、前記
非表示信号電圧のＫ＋－が補償電圧の黒＋－に取って変
わっている点が異なる。従って、第４の実施形態では、
１フレーム全体では、ｉ＝１，２，３・・として、ｊ＝
４ｉ―３、ｉ＝４ｉ―２に該当するソース線Ｓｊ上の画
素がその画素のそれぞれ左、右（従って他の色）の表示
信号電圧に相当する輝度レベルの影響を受ける場合があ
るが、第５の実施形態では、補償電圧またはその画素の
一行上の同系の影響しか受けないという利点がある。従
って、第５の実施形態に係る液晶表示装置の駆動方法に
よれば、第４の実施形態に加えて、画像劣化が除去でき
る効果がある。
【０１２２】（第６の実施形態）本発明の第６の実施形
態に係る液晶表示装置の構成は、第４の実施形態と同一
の図８であるが、図１７のように、ソース線の構成が一
部、異なる。第４の実施形態では、Ｓ２，Ｓ３のソース
線の交差部１４０４がソースドライバとマルチプレクサ
の間に位置しているが、第６の実施形態では、ソース線
の交差部１７０４は補償電圧印加部と表示領域の間に構
成されている。これに伴い、ソース線Ｓ２，Ｓ３に係わ
る補償電圧印加部のスイッチ素子ＳＷが入れ替わり、か
つＣＴＬＰ２，ＣＴＬＰ３との結線を変更し、前述の付
与法にて番号が付されている。この補償電圧印加手段を
１７０６として示している。
【０１２３】本発明による駆動方法の制御は、第４の実
施形態のタイミング図１５と同じであるが、また、第５
の実施形態のその過渡的な動作と同一であるので説明を
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省略する。第６の実施形態においても、第５の実施形態
と同様に、補償電圧またはその画素の一行上の同系の影
響しか受けないという利点があり、画像劣化が除去でき
る効果がある。
【０１２４】（第７の実施形態）図３の電圧－透過率曲
線で示される特性を持つＯＣＢパネルは、電圧無印加時
は白表示となる、いわゆるノーマリーホワイトの液晶パ
ネルである。そのため、表示性能、具体的にはコントラ
スト性能を高めるためには、いかに透過率の低い黒表示
を行うかが重要となる。この最低透過率を与える際の印
加電圧であるが、ＯＣＢパネルの特性から、Ｒ、Ｇ、Ｂ
の画素ごとにその電圧値が異なるケースがある。
【０１２５】そこで、本発明の第7の実施形態に係る液
晶表示装置の駆動方法は、上記の課題を解決するため
に、Ｒ、Ｇ、Ｂごとに最適な前記補償電圧を画素に印加
するようにしたものである。
【０１２６】図９は、本発明の第７の実施形態に係る液
晶表示装置の構成を示す図、図１８は、その構成の一部
を示す図、図１９はタイミングを示す図である。
【０１２７】以下、図９、図１８、図１９を参照してそ
の駆動を説明する。
【０１２８】図９に示す第７の実施形態に係る液晶表示
装置の構成は、図８の第４の実施形態に係る液晶表示装
置における、電源部８０７を９０７に置き換えた構成で
ある。
【０１２９】また、図１８は、図９の８０３ソースドラ
イバ、６０５表示領域、６０６マルチプレクサ、補償電
圧印加部８０８からなる。なお、補償電圧印加部８０８
を制御する補償電圧印加制御信号１４０７、＋－両極性
のＲ、Ｇ、Ｂ別の補償電圧を供給する電源線１８０８を
含む全体構成としての補償電圧印加手段を１８０６で示
している。図中のＲ黒＋、Ｒ黒－はそれぞれ、Ｒに係わ
る補償電圧の正、負の電圧を表す記号とし、Ｇ、Ｂにつ
いても同様とする。つまり、補償電圧印加手段以外は第
４の実施例、図１４と同一であり、ＣＴＬ、ＣＴＬＰも
同一である。補償電圧印加手段１８０６の各スイッチ素
子は、そのスイッチが接続されたソース線がもつ、Ｒ、
Ｇ、Ｂの属性に合わせて、それぞれ同一の属性の電源線
に接続されている。
【０１３０】以下、図１９において、本発明の制御と動
作について説明する。
【０１３１】図１９において、前述の第４の実施形態の
タイミング図と異なる部分はＳ１Ｐ～Ｓ２Ｐにおいて、
Ｔ０１、Ｔ０６の期間で補償電圧を表す黒＋、黒－の
“記号”の前に、前記Ｒ、Ｇ、Ｂに係わる補償電圧を意
味する“Ｒ”、“Ｇ”、“Ｂ”の文字が加わっているこ
とである。
【０１３２】ソース線への、Ｒ、Ｇ、Ｂ、各黒＋、各黒
－の印加の操作については、第４の実施形態における説
明と同様の制御操作により、Ｓ１Ｐ～Ｓ４Ｐに示すＲ、
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Ｇ、Ｂ、の黒＋－が得られる。
【０１３３】以上のような構成と駆動の方法により、
Ｒ、Ｇ、Ｂ毎に最適な補償電圧を画素に印加することに
より、第４の実施形態以上に、良好な表示品位が得られ
る。
【０１３４】（第８の実施形態）本発明の第８の実施形
態に係る液晶表示装置の構成は、第４の実施形態と同一
であるが、図１４のマルチプレクサ６０６のＴＦＴスイ
ッチ素子のＯＦＦ時の電極容量Ｃｍ１～Ｃｍ４などを用
いて、ソースドライバの充電能力を補おうとするもの
で、タイミング図２０により、その駆動方法を説明す
る。
【０１３５】その前に、図２０（ａ）を用いて、第４の
実施形態における課題を説明する。図２０（ａ）のＣｍ
１Ｐ～Ｃｍ４Ｐは第４の実施形態における、前記Ｃｍ１
～Ｃｍ４の電位状態を示す図である。ここでＳＰ１，Ｐ
２、ＳＷＰのソースドライバ制御信号、およびＳＱ１、
ＳＱ２のソースドライバＳＴ１、ＳＴ２の出力電圧は実
施形態４のタイミング図１５と同一である。２ＮＨの周
期の中で、Ｔ０１，Ｔ０６以外の期間においてはＳＱ
１、ＳＱ２の出力電圧がＣｍ１～Ｃｍ４に充電されてい
るが、Ｔ０１，Ｔ０６の期間においては、ＳＷＰの立ち
上がり、もしくは立ち下がりがないため、ソースドライ
バからの出力が印加されないので、その期間の前の表示
信号電圧が充電されたままである。この状態から、Ｔ０
２，またはＴ０７のＳＷＰの立ち上がりに制御されて、
ソースドライバ出力は、Ｓ１，Ｓ４のソース線と、これ
ら全Ｃｍに対し、従前の逆極性の表示信号電圧電位を乗
り越えて表示信号電圧電圧を供給することになり、高い
出力能力が求められる。第４の実施形態の課題であっ
た。
【０１３６】本第８の実施形態においては、第４の実施
形態の図１５におけるＣＴＬおよびＣＴＬＰと、第１の
実施形態の図１に示されるＳＱ１，ＳＱ２，ＳＷＰを用
いて、図２０（ｂ１）、（ｂ２）に示すタイミング構成
としている。この制御動作について、（ｂ１）のＴ０
１、Ｔ０６以外の部分は上記第４の実施形態の場合と同
様である。Ｔ０１，Ｔ０６の期間では、ＣＴＬ０，ＣＴ
Ｌ１がＬＯＷでマルチプレクサがすべてＯＦＦであり、
マルチプレクサの全Ｃｍに、ＳＷＰの制御でソースドラ
イバより、次に来る表示信号電圧と同極性の非表示信号
電圧が印加・充電される。従って、ソースドライバにと
って、次のＴ０２、Ｔ０７の表示信号電圧の全Ｃｍへの
充電がし易くなる。ソース線の電位については、図２０
（ｂ２）に示すように第４の実施形態の図１５のそれと
同一であるが、厳密には、上記Ｃｍへの予備充電に相当
した充電の改善がなされる。
【０１３７】以上、第８の実施形態に係る液晶表示装置
の駆動方法によれば、ソース線への、従って画素への表
示信号電圧書き込み能力の改善という効果がある。
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【０１３８】
【発明の効果】以上説明したように、本発明の液晶表示
装置の駆動方法および液晶表示装置によれば、表示信号
電圧書き込み時間の短縮を避け、表示信号電圧、非表示
信号電圧、補償電圧の書き込みを容易たらしめ、画像劣
化を排除し、縦筋などの表示品位を解消するとともに、
ソースドライバの出力能力（Ｓｌｅｗ Ｒａｔｅなど）
を下げることができ、駆動コストを削減でき、特に液層
セルがＯＣＢである液晶パネルに対して、逆転移を防止
し、これによる画面輝度低下の影響を極力小さくできる
効果がある。
【０１３９】また、色別に補償電圧が異なる液晶セルに
対しても、液晶パネルの対環境特性や個体差に対して
も、黒（補償電圧）書き込み量の最適化が可能となり、
この逆転移防止などのための最適な補償電圧が液晶パネ
ルに供給でき、表示品位の更なる改善ができる効果があ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１、第２、第３の実施形態に係る液
晶表示装置の駆動方法が行う制御を説明するタイミング
図
【図２】液晶表示装置の表示領域の構成を示す図
【図３】ＯＣＢの電位－透過率曲線を示す図
【図４】ゲート線の駆動方法を説明する図
【図５】表示領域における表示画面の均一性を説明する
図
【図６】従来の液晶表示装置の構成を示した図
【図７】本発明の第１、第２、第３の実施形態に係る液
晶表示装置の構成を示す図
【図８】本発明の第４、第５、第６、第８の実施形態に
係る液晶表示装置の構成を示す図
【図９】本発明の第７の実施形態に係る液晶表示装置の
構成を示す図
【図１０】本発明の第１、第２の実施形態に係る液晶表
示装置の構成の一部を示す図
【図１１】本発明の第３の実施形態に係る液晶表示装置
の構成の一部を示す図
【図１２】本発明の第１の実施形態に係る液晶表示装置
の駆動方法が行う制御による事象を説明するタイミング
図
【図１３】本発明の第２の実施形態に係る液晶表示装置
の駆動方法が行う制御による事象を説明するタイミング
図
【図１４】本発明の第４、第８の実施形態に係る液晶表
示装置の構成の一部を示す図
【図１５】本発明の第１の実施形態に係る液晶表示装置
の駆動方法が行う制御を説明するタイミング図
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【図１６】本発明の第５の実施形態に係る液晶表示装置
の構成の一部を示す図
【図１７】本発明の第６の実施形態に係る液晶表示装置
の構成の一部を示す図
【図１８】本発明の第７の実施形態に係る液晶表示装置
の構成の一部を示す図
【図１９】本発明の第７の実施形態に係る液晶表示装置
の駆動方法が行う制御を説明するタイミング図
【図２０】本発明の第８の実施形態に係る液晶表示装置
の駆動方法が行う制御を説明するタイミング図
【図２１】従来の液晶表示装置の構成の一部を示す図
【図２２】従来の液晶表示装置の駆動方法が行う制御を
説明するタイミング図
【図２３】従来の液晶表示装置の駆動方法が行う制御に
よる事象を説明する図
【符号の説明】
２０１  ソース線
２０２  ゲート線
２０３  ＴＦＴ
２０４  画素
２０５  対向駆動部
２０６  ＴＦＴに接続された画素電極とソース線との間
に存在する浮遊容量
３０１  逆転移防止のための所定電位を挿入しない場合
の電位－透過率曲線
３０２  逆転移防止のための所定電位を挿入したＣＲ駆
動の場合の電位－透過率曲線
３０３  臨界電位
３０４  最も高い透過率の時の電位
３０５  最も低い透過率の時の電位
６０１、７０１、８０１  信号変換部
６０２、７０２，８０２  駆動パルス生成部
６０３、７０３，８０３  ソースドライバ
６０４、ゲートドライバ
６０５  液晶パネルの表示領域
６０６  マルチプレクサ部
６０７、８０７、９０７  電源部
８０８  補償電圧印加部
１００１、１１０１、１４０１、１６０１、１７０１、
２１０１  ソース線群
１００３、１１０３、１４０３，２１０３  マルチプレ
クサ制御信号
１００４、１１０４，１４０４、１６０４、１７０４  
ソース線交差部
１４０６、１７０６、１８０６  補償電圧印加制御手段
１４０７、  補償電圧印加制御信号
１４０８、１８０８  補償電圧印加電源線
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